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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と

な
る
方
（
被
保
険
者
）
は

①
　
歳
以
上
の
方
、
②
　
歳
以
上

７５

６５

　
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
が
あ

７５る
方
（
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
、

広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
方
）

で
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
後

は
、
国
民
健
康
保
険
・
被
用
者
保

険
の
被
保
険
者
で
は
な
く
な
り
ま

す
。

保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

　
平
成
　
・
　
年
度
の
後
期
高
齢

２２

２３

者
医
療
保
険
料
率
が
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
よ
り

図
１
の
と
お
り
７
・
　
％
に
改
定

１８

さ
れ
ま
し
た
。
改
定
の
要
因
は
医

療
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
で
す
。

保
険
料
の
増
加
を
抑
制
す
る
対
策

と
し
て

○
本
来
保
険
料
で
賄
う
べ
き
項
目

に
つ
い
て
区
市
町
村
が
負
担
し
ま

す
（
町
田
市
は
今
年
度
約
２
億
９

０
０
０
万
円
の
負
担
を
予
定
し
て

い
ま
す
）。

○
国
・
都
・
広
域
連
合
で
設
置
し

て
い
る
基
金
を
活
用
す
る
こ
と
、

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
保
険
料
の
算
出
方
法
】

　
保
険
料
は
、
均
等
割
額
と
所
得

割
額
の
合
計
額
で
、
年
間
の
限
度

額
が
　
万
円
に
設
定
さ
れ
て
い
ま

５０

す
。

○
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人

当
た
り
３
万
７
８
０
０
円
、
所
得

割
額
は
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得

金
額
×
７
・
　
％
と
定
め
ら
れ
て

１８

い
ま
す
（
図
１
）。

※
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

で
、
前
年
度
か
ら
特
別
徴
収
が
続

い
て
い
る
方
の
４
・
６
・
８
月
分

は
仮
徴
収
と
な
り
平
成
　
年
２
月

２２

の
納
付
額
と
同
額
で
す
。

　
今
年
度
、
保
険
料
率
が
改
定
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
年
と
所

得
が
同
額
で
も
　
月
以
降
の
保
険

１０

料
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
納
入
通
知
書
に
つ
い
て
の

ご
注
意

　
７
月
　
日
に
発
送
予
定
の
平
成

１５

　
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

２２納
入
通
知
書
は
、
今
回
、
前
年
所

得
等
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
方
に

つ
い
て
は
、
均
等
割
額
の
み
で
通

知
し
て
い
ま
す
。
所
得
等
が
把
握

で
き
た
場
合
に
は
、
８
月
以
降
に

通
知
し
ま
す
。

【
保
険
料
の
軽
減
】

○
均
等
割
額
の
軽
減

　
所
得
の
低
い
方
は
、
世
帯
の
世

帯
主
及
び
被
保
険
者
の
所
得
に
応

じ
て
保
険
料
の
均
等
割
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
（
表
１
）。

○
所
得
割
額
の
軽
減

　
厚
生
年
金
の
一
般
的
な
収
入
２

１
１
万
円
（
賦
課
の
も
と
と
な
る

所
得
　
万
円
）
ま
で
の
所
得
階
層

５８

の
方
を
対
象
に
保
険
料
の
所
得
割

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
表
２
）。

※
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
特
例
…

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
直

前
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど

（
国
保
・
国
保
組
合
は
除
く
）
の

被
扶
養
者
と
し
て
、
ご
自
身
の
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
方

は
所
得
割
額
が
無
料
と
な
り
、
均

等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
た
額
の

み
と
な
り
ま
す
。

【
保
険
料
の
減
免
】

　
災
害
、
失
業
、
世
帯
主
の
死
亡

や
長
期
入
院
な
ど
の
理
由
に
よ
り

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
徴
収
を

猶
予
し
た
り
、
減
免
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
下
さ
い
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
＝
長
寿

医
療
制
度
（
町
田
市
で
は
４
月
か

ら
正
式
名
称
の
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
）

　
介
護
保
険
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
給
付
に
必
要
な
財
源
を
、
下
図

の
よ
う
に
　
歳
以
上
の
方
（
第
１

６５

号
被
保
険
者
）
の
保
険
料
の
ほ

か
、　
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
と

４０

公
費
で
賄
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
お
支
払
い
に
な
る
保

険
料
が
介
護
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
　
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

６５険
者
）
の
介
護
保
険
料
額
】

　
介
護
保
険
料
は
、
平
成
　
年
度

２２

の
市
民
税
課
税
状
況
等
に
応
じ
て

９
段
階
に
設
定
し
て
あ
り
ま
す

（
表
３
）。

　
今
回
の
納
入
通
知
書
は
、
６
月

４
日
ま
で
の
届
出
内
容
及
び
介
護

保
険
課
で
把
握
し
た
前
年
所
得
を

基
に
算
定
し
て
い
ま
す
。
６
月
５

日
以
降
の
情
報
を
反
映
し
た
納
入

通
知
書
は
、
８
月
以
降
に
お
送
り

し
ま
す
。

【
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の
方
（
第

４０

６４

２
号
被
保
険
者
）
の
保
険
料
】

　
介
護
保
険
料
は
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
の
保
険
料
（
税
）
と
合

わ
せ
て
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま

す
。
　
保
険
料
額
や
計
算
方
法
は
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
等
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
国
か
ら
の
交
付
金
に
よ
る
保
険

料
の
軽
減
】

　
平
成
　
年
度
、
介
護
に
従
事
す

２１

る
方
の
処
遇
改
善
の
た
め
に
介
護

報
酬
が
３
％
増
額
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
介
護
保
険
料
の
上
昇

を
抑
え
る
た
め
、
国
か
ら
臨
時
特

例
交
付
金
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
　
～
　
年
度
（
第
４
期
事

２１

２３

業
計
画
期
）
の
保
険
料
は
、
こ
の

交
付
金
を
使
う
こ
と
に
よ
り
軽
減

さ
れ
て
い
ま
す
。

【
保
険
料
の
減
免
】

　
次
の
よ
う
な
理
由
で
介
護
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
ご
相
談
下
さ
い
。

▽
災
害
に
よ
り
住
宅
等
に
著
し
い

損
害
を
受
け
た
場
合
▽
世
帯
の
生

計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
失

業
等
に
よ
り
、
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
場
合
▽
生
活
が
著
し
く
困

窮
し
て
い
る
場
合
等
（
介
護
保
険

料
段
階
が
第
１
～
３
段
階
で
、
収

入
が
生
活
保
護
基
準
以
下
等
、
各

種
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
）
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問介護保険課
保険料係　
辺辺７２１・３１１０

※賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総
所得及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計か
ら基礎控除額３３万円を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は控
除しません）。

図１　年間保険料の算出

均等割額
被保険者１人当たり
３７，８００円
（変更なし）

＋
年間保険料
上限額
５０万円

＝賦課のもと
となる
所得金額※

所得割額

×
７．１８％
（変更前６．５６％）

表１　　均等割額の軽減
軽減割合所得金額の合計が下記の基準を超えない世帯
８.５割基礎控除額（３３万円）以下１

９割
８.５割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢
者医療制度の被保険者全員が、年金収入
８０万円以下（その他の所得がない）

２

５割基礎控除額（３３万円）＋（２４万５０００円×世帯主を
除く被保険者数）３

２割基礎控除額（３３万円）＋（３５万円×被保険者数）４
※６５歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢
者特別控除１５万円を差し引いた金額で判断します。

表２　所得割額の軽減

軽減割合
賦課のもととなる所得金額
（年金収入のみの場合）

全額１５万円（年金収入１６８万円）まで1

75%２０万円（年金収入１７３万円）まで2

50%５８万円（年金収入２１１万円）まで3

年金収入のみの場合の保険料の計算例（年額）

ケース１　単身世帯の本人の収入が年金のみの場合

２４０万円２００万円１６０万円８０万円年金収入額

軽減なし２割軽減８.５割軽減９割軽減軽減率

３７,８００円３０,２４０円５,６７０円３,７８０円均等割額

軽減なし５割軽減１０割軽減-軽減率

６２,４６６円１６,８７３円０円０円所得割額

１００,２００円４７,１００円５,６００円３,７００円保険料額

100円未満切り捨て

ケース２　夫婦２人世帯で、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金８０万円の場合

２００万円１７０万円１２０万円８０万円夫の年金収入額

２割軽減５割軽減８.５割軽減９割軽減軽減率

夫
の
保
険
料

３０,２４０円１８,９００円５,６７０円３,７８０円均等割額

５割軽減７.５割軽減--軽減率

１６,８７３円３,０５１円０円０円所得割額

４７,１００円２１,９００円５,６００円３,７００円保険料額

２割軽減５割軽減８.５割軽減９割軽減軽減率
妻
の
保
険
料

３０,２４０円１８,９００円５,６７０円３,７８０円均等割額

０円０円０円０円所得割額

３０,２００円１８,９００円５,６００円３,７００円保険料額

７７,３００円４０,８００円１１,２００円７,４００円夫婦の保険料合計

１００円未満切り捨て
※妻は、年金収入が８０万円であることから、所得割額はかかりません。

　後期高齢者医療制度の「被保険者証」
と非課税世帯で申請された方に交付して
いる「限度額適用・標準負担額減額認定
証」の有効期限は、平成２２年７月３１日ま
でとなっています。
　８月１日以降に使用する「被保険者証」
は簡易書留で、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」は普通郵便で７月下旬に町
田市からお送りします。
※「被保険者証」は「簡易書留・転送不
要」で住民票の所在地に送付します。そ
のため、郵便局へ転居届を出されていて
も転居先へ転送されませんのでご注意下
さい。住民票の所在地以外に「被保険
者証」の送付を希望される方は、高
齢者医療係にご相談下さい。

〈被保険者証等が更新されます〉

年額保険料段　階要　　　　件
市民税の
課税状況

本人世帯

２１,３００円第１段階
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者
本
人
非
課
税

非
課
税
世
帯
　※１

２３,７００円第２段階８０万円以下
課税対象となる
公的年金収入額と
合計所得金額の

合計

３３,１００円第３段階８０万円超

３３,１００円特４段階８０万円以下

課
税
世
帯
　※２

４７,４００円第４段階（基準）８０万円超

４９,７００円第５段階１２５万円未満

合計所得金額
※３

本
人
課
税

５４,５００円第６段階１２５万円以上２００万円未満

５９,２００円第７段階２００万円以上３００万円未満

７１,１００円第８段階３００万円以上５００万円未満

９４,８００円第９段階５００万円以上

※１　非課税世帯…住民票上同一の世帯に市区町村民税の課税者がひとりもいない世帯。
※２　課税世帯…住民票上同一の世帯に市区町村民税の課税者がひとりでもいる世帯。
※３　合計所得金額…純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、土地等の分離譲渡所得金額

（特別控除前）、山林所得等の合計をいいます。

表３　所得区分別保険料額

50％
国・都・市の公費

50％
国・都・市の公費

50％
国・都・市の公費

20％
65歳以上の方の保険料
(第１号被保険者）

20％
65歳以上の方の保険料
(第１号被保険者）

20％
65歳以上の方の保険料
(第１号被保険者）

30％
40歳～64歳の方の保険料
（第２号被保険者）

30％
40歳～64歳の方の保険料
（第２号被保険者）

30％
40歳～64歳の方の保険料
（第２号被保険者）

介護サービスの給付に必要な財源の負担割合


